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一

は
じ
め
に
─
─

「
安
保
」
を
考
え
る

「
モ
ノ
」
語
り
か
ら

私
の
話
は
、
い
つ
も
「
モ
ノ
語
り
」
で
始
ま

り
ま
す
。
私
が
国
内
外
か
ら
収
集
し
た
「
歴
史

グ
ッ
ズ
」
で
す
。
本
日
の
最
初
の
「
モ
ノ
」
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
際
治
安
支
援
部
隊
（
Ｉ
Ｓ

Ａ
Ｆ
）
の
将
校
が
携
帯
す
る
軍
用
地
図
で
す

（
次
頁
掲
載
の
写
真
参
照
）
。
濡
れ
て
も
大
丈
夫

な
よ
う
に
布
で
作
ら
れ
て
い
て
、
ア
フ
ガ
ン
全

土
の
地
名
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
関
連
し
て
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
カ
ナ
ダ

軍
兵
士
が
か
ぶ
る
帽
子
で
す
。
横
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ

の
ロ
ゴ
が
入
っ
て
い
ま
す
（
21
頁
掲
載
の
写
真

参
照
）
。
こ
の
六
月
二
四
日
発
表
の
数
字
（
１
）

に
よ
る
と
、
カ
ナ
ダ
軍
は
二
八
三
〇
人
を
派
兵

し
て
、
こ
れ
を
か
ぶ
っ
た
一
四
八
人
が
死
亡
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
軍
は
四
三
五
〇
人

中
、
四
三
人
が
死
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
軍
は
比

較
的
安
全
と
さ
れ
る
ア
フ
ガ
ン
北
部
に
展
開
し
、

カ
ナ
ダ
軍
は
危
険
な
南
部
に
派
兵
し
て
い
る
た

め
、
死
亡
者
は
カ
ナ
ダ
が
ド
イ
ツ
の
五
倍
以
上

で
す
。
こ
う
し
た
点
は
派
兵
諸
国
内
で
も
矛
盾

点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
死
者
は
米
兵

が
一
番
多
く
、
一
一
四
二
人
、
次
い
で
英
国
の

三
〇
七
人
で
す
。
カ
ナ
ダ
は
第
三
位
で
す
。

ま
た
次
頁
掲
載
写
真
の
右
側
の
本
は
、
ア
フ

ガ
ン
の
現
状
に
つ
い
て
の
生
々
し
い
分
析
で
、

い
か
に
ア
フ
ガ
ン
に
お
け
る
真
実
が
隠
蔽
さ
れ

て
い
る
か
を
述
べ
た
も
の
で
す
（
２
）
。
左
側
の

本
は
ド
イ
ツ
の
ア
フ
ガ
ン
帰
還
兵
を
分
析
し
た

本
で
す
（
３
）
。
い
ず
こ
も
帰
還
兵
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
は
深
刻
な
問

題
で
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
派
兵
諸
国
も
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
に
お
け
る
米
国
と
同
じ
悩
み
を
抱
え
て
し
ま
っ

て
い
る
。

オ
バ
マ
大
統
領
は
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
継

続
を
主
張
し
て
い
ま
す
が
、
参
加
各
国
の
方
は

「
ド
ン
引
き
」（
撤
退
）
モ
ー
ド
に
入
っ
て
い
る
。

す
で
に
オ
ラ
ン
ダ
は
撤
退
し
、
カ
ナ
ダ
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
と
続
き
ま
す
。
実
は
こ
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
は
、

北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
国
々
が

担
っ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
軍
事
同
盟
で
す
。

今
日
の
テ
ー
マ
は
「
日
米
安
保
改
定
五
〇
年
」

で
す
の
で
、
議
論
を
軍
事
同
盟
の
問
題
に
絞
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

二

「
日
米
安
保
」
は
普
通
の

軍
事
同
盟
で
は
な
い

菅
直
人
首
相
は
所
信
表
明
演
説
の
な
か
で
、

「
日
米
同
盟
は
国
際
的
な
共
有
財
産
」
と
い
う

表
現
を
使
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
日
米
同
盟
は

国
際
的
公
共
財
」
の
言
い
換
え
で
す
。
国
際
社

会
の
な
か
で
、
日
米
の
二
カ
国
の
軍
事
的
関
係

を
「
公
共
財
」
と
自
分
で
言
っ
て
し
ま
う
お
か

し
さ
は
と
も
か
く
、
そ
れ
を
菅
首
相
ま
で
が
無

批
判
に
語
る
「
現
実
主
義
」
の
頽
廃
は
す
さ
ま

17

早
稲
田
大
学
教
授

水
島
朝
穂



じ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

１

集
団
安
全
保
障
と
集
団
的
自
衛
権
と
の
違

い
そ
も
そ
も
「
同
盟
」
（a

llia
nc

e

）
と
は
何
か
。

一
九
世
紀
的
な
攻
守
同
盟
以
来
、
自
分
が
攻
め

ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
盟
友
の
た
め
に
一
肌
脱

い
で
武
力
を
行
使
す
る
仕
組
み
、
つ
ま
り
集
団

的
自
衛
権
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
れ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

条
約
五
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
加
盟
国
の
い

ず
れ
か
一
つ
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
、
全
加
盟

国
に
対
す
る
攻
撃
と
見
做
し
て
反
撃
す
る
わ
け

で
す
が
、
自
分
が
攻
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
そ

れ
が
「
自
衛
」
と
言
え
る
の
か
。
も
と
も
と
集

団
的
「
自
衛
」
権
に
は
根
本
的
な
疑
問
が
あ
り

ま
し
た
。
国
連
が
誕
生
し
た
と
き
、
冷
戦
が
始

ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
米
国
の
思
惑
か
ら
、

自
衛
権
に
つ
い
て
は
「
個
別
」
と
「
集
団
」
の

二
つ
が
憲
章
五
一
条
に
挿
入
さ
れ
ま
し
た
。
集

団
安
全
保
障
は
、
相
互
に
対
立
す
る
国
々
も
含

め
て
、
す
べ
て
そ
の
内
に
取
り
込
み
、
そ
こ
で

の
加
盟
国
の
武
力
行
使
を
一
般
的
に
否
定
し
て
、

違
反
国
に
対
す
る
最
終
的
な
力
に
よ
る
制
裁
も
、

す
べ
て
国
連
安
保
理
の
も
と
、
加
盟
国
が
共
同

し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
例

外
と
し
て
、
厳
格
な
基
準
の
も
と
に
自
衛
権
が

認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
。

他
方
、
集
団
的
自
衛
権
は
「
仮
想
敵
」
の
存

在
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
「
死
活

的
利
益
」
を
共
有
す
る
国
々
だ
け
が
「
同
盟
」

を
結
ん
で
対
抗
す
る
武
力
対
決
の
仕
組
み
で
す
。

で
す
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
国
連
の
集
団

安
全
保
障
の
内
側
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
異
物
」

で
あ
り
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
掘
り
崩
す
「
癌
細

胞
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
集
団
安
全
保
障
と

集
団
的
自
衛
権
と
は
、
原
理
的
に
も
実
際
的
に

も
似
て
非
な
る
も
の
な
の
で
す
。

２

日
米
安
保
条
約
の
不
思
議
な
設
計

日
米
安
保
条
約
は
表
向
き
、
集
団
的
自
衛
権

で
は
な
い
と
い
う
設
計
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第

五
条
を
見
る
と
、
「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ

る
領
域
に
お
け
る
、
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る

武
力
攻
撃
」
に
対
し
て
、
日
米
が
共
同
し
て
対

処
す
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
の
米

国
と
は
何
か
。
そ
れ
は
在
日
米
軍
基
地
し
か
な

い
。
つ
ま
り
、
ハ
ワ
イ
の
米
軍
基
地
が
攻
撃
さ

れ
て
も
、
第
五
条
に
基
づ
い
て
日
本
側
に
共
同

行
動
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
在
日

米
軍
基
地
へ
の
攻
撃
は
「
日
本
国
内
の
米
国
」

へ
の
攻
撃
で
す
が
、
こ
れ
は
日
本
へ
の
直
接
攻

撃
と
領
域
的
に
重
な
る
。
だ
か
ら
、
個
別
的
自

衛
権
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
い
う
理
解
で
す
。

普
通
の
タ
イ
プ
の
軍
事
同
盟
な
ら
、
集
団
的
自

衛
権
シ
ス
テ
ム
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
領
域
的

限
定
は
な
い
。
こ
ん
な
面
倒
く
さ
い
こ
と
を
し

た
の
は
、
憲
法
九
条
が
存
在
し
た
か
ら
で
す
。

一
九
五
四
年
の
政
府
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法

九
条
は
自
衛
権
を
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
、

「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
」
の

保
持
・
行
使
は
認
め
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
日

本
の
領
域
が
攻
撃
さ
れ
な
い
の
に
反
撃
す
る
こ

と
は
、
「
必
要
最
小
限
度
」
を
超
え
る
と
い
う

論
理
に
な
り
ま
す
。

実
は
、
新
安
保
条
約
が
調
印
さ
れ
る
前
年
、

東
京
地
方
裁
判
所
が
、
旧
安
保
条
約
に
基
づ
く

米
軍
駐
留
を
憲
法
九
条
に
違
反
す
る
と
す
る
判

決
を
出
し
ま
し
た
（
一
九
五
九
年
三
月
三
〇
日

「
伊
達
判
決
」
）
。
日
本
国
憲
法
が
想
定
す
る
安

全
保
障
設
計
と
い
う
の
は
、
伊
達
判
決
に
よ
れ

ば
、
国
連
に
よ
る
軍
事
的
強
制
措
置
を
最
低
線
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と
す
る
集
団
安
全
保
障
で
す
。
判
決
が
軍
事
的

強
制
措
置
に
つ
い
て
や
や
楽
観
的
な
評
価
を
し

て
い
る
点
は
、
現
在
の
憲
法
学
の
視
点
か
ら
す

れ
ば
歴
史
性
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
そ
う
や
っ
て
、
安
保
条
約
は
憲

法
九
条
と
の
関
係
で
深
い
原
理
的
矛
盾
を
ず
っ

と
引
き
ず
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
「
普
通
の
軍

事
同
盟
」
と
は
異
な
る
、
第
五
条
の
規
定
の
仕

方
の
不
思
議
さ
は
そ
こ
か
ら
く
る
も
の
で
、

「
同
盟
」
と
い
い
な
が
ら
、「
同
盟
」
に
な
り
き

れ
な
い
。
そ
の
あ
た
り
を
理
解
せ
ず
、
メ
デ
ィ

ア
で
は
近
年
、
お
お
ら
か
に
「
日
米
同
盟
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

歴
代
の
首
相
た
ち
も
「
日
米
同
盟
」
と
い
う

言
葉
を
簡
単
に
は
使
え
な
い
で
き
た
。
そ
れ
が

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
。

最
初
は
鈴
木
善
幸
首
相
で
し
た
。
レ
ー
ガ
ン
大

統
領
と
の
日
米
共
同
声
明
（
一
九
八
一
年
五
月
）

で
言
わ
さ
れ
た
の
で
す
が
、
実
は
そ
の
意
味
が

よ
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
節
が
あ
る
。
帰
国

後
、
鈴
木
首
相
が
「
同
盟
に
は
軍
事
を
含
ま
ず
」

と
述
べ
た
た
め
、
立
つ
瀬
が
な
く
な
っ
た
外
務

大
臣
が
辞
任
し
た
の
は
、
三
〇
年
も
昔
の
話
に

な
り
ま
し
た
。

鈴
木
首
相
が
辞
め
て
、
中
曾
根
康
弘
首
相
に

な
る
と
、
今
度
は
野
放
図
な
「
日
米
同
盟
」
路

線
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
安
保
条
約

を
集
団
的
自
衛
権
シ
ス
テ
ム
と
し
て
実
質
的
に

機
能
さ
せ
る
方
向
で
す
。
し
か
し
、
安
保
改
定

五
〇
年
が
経
過
す
る
も
、
条
文
上
の
改
定
が
行

わ
れ
て
い
な
い
点
、
憲
法
九
条
の
存
在
の
ゆ
え

に
、
完
全
な
集
団
自
衛
権
シ
ス
テ
ム
に
完
全
に

成
り
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
お
さ
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
冷
戦
後

の
「
安
保
再
定
義
」
、
日
米
安
保
共
同
宣
言
、

二
つ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
防
衛
協
力
の
た
め
の

指
針
）
に
よ
っ
て
、
安
保
条
約
を
集
団
的
自
衛

権
行
使
の
方
向
で
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み

が
続
い
て
き
た
わ
け
で
す
。
「
極
東
」
か
ら

「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
」
に
対
象
領
域
を
拡

大
す
る
こ
と
も
、
本
来
な
ら
条
約
を
改
定
し
て

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。

３

安
保
条
約
改
定
の
脆
弱
面

も
と
も
と
半
世
紀
前
の
安
保
改
定
そ
の
も
の

が
異
様
で
し
た
。
こ
れ
は
条
約
で
、
国
と
国
と

の
合
意
で
す
か
ら
、
憲
法
上
国
会
の
承
認
は
不

可
欠
で
す
。
し
か
し
、
衆
議
院
で
の
強
行
採
決
、

参
議
院
で
の
未
審
議
。
衆
参
両
院
の
片
方
だ
け

の
承
認
と
い
う
、
憲
法
上
、
衆
院
の
優
越
が
あ

る
と
は
い
え
、
一
国
の
安
全
保
障
の
基
本
に
か

か
わ
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
「
自
然
承
認
」

と
い
う
形
で
片
肺
飛
行
的
な
承
認
で
出
発
し
た

こ
と
は
や
は
り
大
き
な
傷
で
し
た
。
国
論
は
二

分
さ
れ
、
衆
院
の
強
行
採
決
だ
け
で
無
理
や
り

承
認
さ
れ
た
改
定
安
保
条
約
は
、
民
主
的
正
当

性
の
面
で
は
脆
弱
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

加
え
て
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
国
会
承
認
を

受
け
ず
に
、
「
安
保
再
定
義
」
に
よ
っ
て
ザ
ル

運
用
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
（
４
）
。
国
民
は
安
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は
じ
め
に
─
─「
安
保
」を
考
え
る
三
つ
の
「
モ
ノ
」
語
り
か
ら

１

「
日
米
同
盟
」
は
「
国
際
的
な
共
有
財
産
」
（
菅
直
人
首
相

の
所
信
表
明
演
説
）
な
の
か
？

＊
そ
も
そ
も
「
同
盟
」
と
は
何
か

＊
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
に
適
合
す
る
か
─
─
集
団
安
全
保
障

と
集
団
的
自
衛
権
は
似
て
非
な
る
も
の

＊「
冷
戦
後
」
の
安
全
保
障
に
お
け
る
三
つ
の
転
換

２

「
同
盟
」
の
終
わ
り
─
─
「
軍
事
同
盟
よ
、
お
前
は
も
う
死

ん
で
い
る
！
」

＊
軍
事
同
盟
（
集
団
的
自
衛
権
シ
ス
テ
ム
）
の
存
立
の
危
機

＊〝
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
２
０
２
０
〟
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
作
業
グ
ル
ー
プ
の
提

案
〔
二
〇
一
〇
年
五
月
一
七
日
〕）

＊
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
と
Ａ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
（
ア
ン
ポ
）
の
西
方

拡
大
（J.G

altu
n
g
)

３

普
天
間
「
移
設
」
問
題
の
本
質
は
何
か

＊
新
政
権
の
安
全
保
障
政
策
の
「
連
続
と
断
絶
」
を
ど
う
診

る
か

＊
普
天
間
「
移
設
」
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化

＊「
日
米
同
盟
」
維
持
の
危
機
─
─
「
極
東
」
か
ら
「
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
」、
そ
し
て
「
世
界
の
な
か
の
日
米
同
盟
」
と
拡
大

さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
…

４

軍
事
同
盟
の
な
い
ア
ジ
ア
と
日
本
を
め
ざ
し
て

＊
地
域
的
集
団
安
全
保
障
体
制
の
可
能
性

＊
対
外
（
外
交
・
「
防
衛
」）
政
策
に
対
す
る
立
憲
的
統
制

＊
市
民
レ
ベ
ル
に
お
け
る
変
化
─
─
ア
ジ
ア
と
沖
縄

む
す
び
に
か
え
て
─
─
安
保
改
定
60
周
年
は
な
い



保
条
約
に
賛
成
し
て
い
る
と
自
明
の
よ
う
に
言

わ
れ
ま
す
が
、
実
は
憲
法
九
条
を
絡
め
た
根
本

的
な
議
論
を
さ
れ
る
と
困
る
の
で
、
ず
っ
と
な

し
崩
し
的
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
記
憶
し
て
お

く
べ
き
で
す
。

三

冷
戦
後
安
保
の
変
容
の

方
向
と
内
容

１

距
離
軸
と
時
間
軸
の
変
化

こ
の
冷
戦
後
の
「
安
保
再
定
義
」
は
、
実
は
距

離
軸
と
時
間
軸
で
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
（
５
）
。

ま
ず
距
離
軸
で
す
。
か
つ
て
「
国
防
」
と
言

え
ば
、
「
国
土
」
防
衛
で
し
た
。
領
土
、
領
海
、

領
空
に
対
す
る
侵
犯
を
阻
止
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
意
味
で
の
「
国
防
」
は
わ
か
り
や

す
い
。
冷
戦
時
代
だ
っ
た
ら
、
加
盟
国
の
一
つ

に
対
す
る
武
力
攻
撃
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
旧

西
ド
イ
ツ
国
境
を
超
え
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機

構
軍
が
侵
攻
し
て
く
る
、
つ
ま
り
、
「
丘
の
向

こ
う
か
ら
戦
車
が
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
感
覚

で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
冷
戦
後
は
、
日
本
だ

け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
「
海
の
向
こ

う
で
戦
争
が
始
ま
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な

り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
「
国
土
」
防
衛
か
ら
、

「
国
益
」
防
衛
を
略
し
た
「
国
防
」
に
な
っ
た
。

「
国
益
」
と
は
何
か
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
統
合

幕
僚
長
を
や
っ
た
Ｋ
・
ナ
ウ
マ
ン
の
定
義
に
よ

れ
ば
、
市
場
や
資
源
と
そ
の
本
国
と
を
結
ぶ
輸

送
ル
ー
ト
を
「
死
活
的
利
益
」
と
捉
え
て
、
そ

の
防
衛
が
「
国
防
」
と
な
っ
た
。
貿
易
を
や
る

市
場
は
世
界
中
に
広
が
り
、
資
源
も
世
界
各
地

か
ら
取
り
寄
せ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
と
本

国
と
の
輸
送
ル
ー
ト
は
ほ
ぼ
地
球
全
体
に
わ
た

る
。
「
国
土
」
防
衛
と
違
っ
て
、
距
離
軸
は
無

限
大
、
地
球
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
日
本
で
も
八
〇
年
代
の
「
シ
ー
レ
ー

ン
防
衛
」
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
九
〇
年
代

に
な
っ
て
「
周
辺
事
態
」
が
入
り
、
い
つ
の
間

に
か
「
世
界
の
な
か
の
日
米
同
盟
」
へ
と
拡
張

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
冷
戦
後
の
安
全

保
障
で
語
ら
れ
る
防
衛
の
距
離
軸
の
大
き
な
変

化
で
す
。

次
に
時
間
軸
の
変
化
で
す
。
国
連
憲
章
五
一

条
は
自
衛
権
発
動
の
要
件
を
定
め
て
い
ま
す
が
、

「
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
と
過
去
形
で

書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
先
制
自
衛
」
そ
れ
が
、

「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
な
か
で
、
武
力
攻
撃
発

生
よ
り
も
前
の
段
階
で
の
事
前
、
予
防
、
前
倒

し
の
「
先
制
攻
撃
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
イ
ラ
ク
派
兵
は
「
復
興
支
援
」
と
い

う
形
で
、
米
国
の
予
防
的
な
戦
争
に
積
極
的
に

加
担
し
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
本
日
、
第
二
の
「
モ
ノ
」
語
り
は
、

陸
上
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
専
門
部
隊
、
中
央
即

応
集
団
（
Ｃ
Ｒ
Ｆ
）
の
識
別
帽
（
次
頁
掲
載
の

写
真
右
）
で
す
。
右
の
黒
い
キ
ャ
ッ
プ
の
真
ん

中
に
世
界
地
図
が
描
い
て
あ
り
、
真
ん
中
の
赤

い
部
分
は
日
の
丸
で
す
が
、
そ
の
淵
は
太
平
洋

か
ら
ア
ジ
ア
全
域
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
日
米

安
保
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
変
容
し
て
い
く

と
き
、
日
本
側
の
実
動
部
隊
と
な
る
の
が
、
こ

の
中
央
即
応
集
団
で
す
。
そ
の
運
用
思
想
は
従

来
の
自
衛
隊
の
「
専
守
防
衛
」
的
な
も
の
と
は

異
な
り
、
す
べ
て
海
外
派
遣
仕
様
に
な
っ
て
い

ま
す
（
６
）
。
日
米
安
保
と
自
衛
隊
の
変
容
を
象

徴
す
る
「
モ
ノ
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

２

安
保
に
お
け
る
「
官
」
か
ら
「
民
」
へ

─
─
戦
争
の
民
営
化

本
日
の
講
演
に
お
け
る
第
三
の
「
モ
ノ
」
語

り
は
、
次
頁
掲
載
の
写
真
の
中
央
の
帽
子
で
す
。

米
国
の
民
間
軍
事
会
社
（
Ｐ
Ｍ
Ｃ
）
の
大
手

「
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
の
社
員
が
か
ぶ
る

も
の
で
す
。
Ｐ
Ｍ
Ｃ
の
業
務
委
託
費
は
非
常
に

高
い
。
社
員
一
人
あ
た
り
の
人
件
費
は
、
米
軍

の
下
士
官
一
人
の
九
倍
か
か
る
。
そ
の
受
注
割

合
は
、
湾
岸
戦
争
時
は
米
兵
五
〇
～
一
〇
〇
人

に
一
人
だ
っ
た
も
の
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
で
は
米

兵
一
〇
人
に
一
人
が
こ
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
戦

争
を
担
っ
て
い
る
。
イ
ラ
ク
戦
争
の
戦
費
の
八

％
が
民
間
軍
事
会
社
に
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
身
も
、
か
つ
て
は
食
事
や
輸
送
な
ど
も
っ
ぱ

ら
後
方
業
務
で
し
た
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
で
は
戦

闘
部
門
や
情
報
部
門
ま
で
担
う
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
ま
さ
に
戦
争
に
お
け
る「
官
」か
ら「
民
」

へ
の
傾
向
で
す
。
国
家
に
よ
る
「
暴
力
の
独
占
」

が
規
制
緩
和
さ
れ
、
軍
事
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
が
起
き
て
い
る
（
７
）
。
株
式
会
社
が
戦
争
を

受
注
し
て
、
そ
れ
が
多
国
籍
企
業
化
し
て
い
く
。
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ま
さ
に
戦
争
の
民
営
化
で
す
。
だ
か
ら
当
然
、

戦
争
は
な
く
な
ら
な
い
。

一
九
六
一
年
一
月
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統

領
が
退
任
の
際
の
演
説
で
、
「
軍
産
複
合
体
が

生
ま
れ
て
い
る
」
「
軍
事
力
が
不
当
に
使
用
さ

れ
る
災
害
の
可
能
性
が
増
大
し
て
い
る
」
と
警

告
し
ま
し
た
（
８
）
。
脅
威
や
危
機
か
ら
守
る
た

め
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
あ
る
の
で
な
く
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
必
要
性
（
脅
威
や

危
機
）
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
倒
錯
も
、
こ

こ
に
根
源
が
あ
り
ま
す
。

四

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
再
定
義
と

日
米
安
保
再
定
義

１

域
外
派
兵
を
生
き
甲
斐
に

冷
戦
時
代
、
旧
ソ
連
を
中
心
と
す
る
ワ
ル
シ
ャ

ワ
条
約
機
構
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
対
抗
す
る
軍
事
同

盟
（
集
団
的
自
衛
権
シ
ス
テ
ム
）
で
あ
っ
た
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
、
旧
ソ
連
の
崩
壊
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
解
体
に

よ
り
、
存
続
の
危
機
に
陥
っ
て
い
ま
し
た
。
自

分
の
存
在
を
示
す
た
め
に
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
条
約
上

の
無
理
を
承
知
で
、
一
九
九
一
年
か
ら
「
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
域
外
派
兵
」
（o

u
t
o
f
a
re
a

）
を
始
め
ま

し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
域
外
に
「
生
き
甲
斐
」
を

見
い
だ
し
た
わ
け
で
す
。
や
が
て
集
団
安
全
保

障
の
地
域
版
で
あ
る
欧
州
安
保
協
力
機
構
（
Ｏ

Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
が
存
在
感
を
示
し
、
コ
ソ
ボ
紛
争
で

も
そ
の
監
視
団
が
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
っ
た
と

き
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
も
う

い
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
創
設
五
〇
周
年
を
迎
え

る
一
九
九
九
年
四
月
を
前
に
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
へ
の
「
空
爆
」
を
始
め
た
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
コ
ソ
ボ
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の

や
む
を
得
な
い
「
空
爆
」
で
は
な
く
、
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
ア
リ
バ
イ

的
な
も
の
で
し
た
（
９
）
。

私
は
「
空
爆
」
開
始
の
前
日
に
ド
イ
ツ
の
ボ

ン
に
到
着
し
て
一
年
間
の
在
外
研
究
を
始
め
ま

し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
「
空
爆
」
の
本
質
は
、
軍
事

同
盟
の
存
在
証
明
の
た
め
の
不
必
要
か
つ
、
自

衛
権
の
要
件
も
欠
い
た
、
国
際
法
上
違
法
な
武

力
行
使
で
し
た
。
当
時
の
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
米
国

務
長
官
は
、
ナ
チ
ス
に
国
を
追
わ
れ
た
経
験
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
反
戦
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

「n
o
m
o
re

w
a
r

」
を
も
じ
っ
て
、
「n

o
m
o
re

A
u
sc
h
w
itz

」
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
民

系
の
政
府
首
脳
に
「
空
爆
」
へ
の
決
断
を
迫
り

ま
し
た
。
そ
の
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
が
、
こ
の
ほ
ど

一
〇
年
ぶ
り
に
表
舞
台
に
登
場
し
ま
し
た
。

２

「
不
確
実
性
」
と
「
予
測
不
可
能
性
」
が

キ
ー
ワ
ー
ド

昨
年
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
六
〇
周
年
の
年
に
設
置
さ

れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
専
門
家
委
員
会
が
、
こ
の
五
月

一
七
日
、
〝
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

２
０
２
０
〟
と
い
う

報
告
（
全
五
五
頁
）
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の

委
員
長
は
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
元
国
務
長
官
で
す
。

副
委
員
長
は
何
と
、
国
際
石
油
資
本
ロ
イ
ヤ
ル
・

ダ
ッ
チ
・
シ
ェ
ル
の
元
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責

任
者
）
と
い
う
生
々
し
さ
。
「
石
油
の
た
め
の

戦
争
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
条
約
五

条
の
新
定
義
と
「
脅
威
」
拡
大
を
狙
っ
て
い
る

と
い
う
批
判
が
す
ぐ
に
挙
が
り
ま
し
た
（
10
）
。

第
五
条
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
集
団
的
自
衛

権
発
動
の
要
件
が
定
め
て
あ
り
ま
す
が
、
専
門

委
員
会
報
告
は
、
こ
の
武
力
行
使
の
要
件
を
新

し
く
定
義
し
て
、
「
不
確
実
性
」
と
「
予
測
不

可
能
性
」
を
含
め
ま
し
た
。
ま
た
、
条
約
の
改

定
を
行
わ
な
い
で
、
市
場
・
資
源
な
ど
を
五
条

21
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の
保
護
対
象
と
す
る
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
新
定
義
を
行
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、「
包
括
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

と
し
て
、
「
軍
民
協
働
」
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。

「
官
」
か
ら
「
民
」
へ
の
方
向
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に

取
り
入
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
報
告
は
、
一
一

月
の
リ
ス
ボ
ン
に
お
け
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
首
脳
会
議

で
正
式
に
決
定
さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
「
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
再
定
義
」
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
東
欧
諸
国

を
吸
収
し
て
現
在
二
八
カ
国
に
膨
れ
上
が
っ
た

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
「
防
衛
同
盟
」
か
ら
「
介
入
同

盟
」
へ
と
転
換
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
和
学
者
の
Ｊ
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
「
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
」
と
「
Ａ
Ｍ
Ｐ
Ｏ
（
ア
ン

ポ
）
の
西
方
拡
大
」
に
着
目
し
て
い
ま
す
（
11
）
。

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
創
設
六
〇
周
年
、
日
米
安
保
は
改

定
五
〇
周
年
の
節
目
を
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
、
と
も

に
二
〇
二
〇
年
を
目
処
に
、
質
的
な
転
換
を
は

か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
米
国
の
世
界
軍

事
戦
略
の
変
化
に
対
応
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

日
本
の
軍
事
同
盟
に
よ
り
世
界
を
軍
事
的
に
管

理
し
て
い
く
仕
組
み
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
の
際
、

と
も
に
巨
大
な
軍
事
同
盟
を
維
持
す
る
最
後
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
不
確
実
性
」
と
「
予
測
不
可

能
性
」
と
い
う
の
は
象
徴
的
で
す
。
つ
ま
り
、

バ
ー
チ
ャ
ル
な
、
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
を
存

在
根
拠
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
軍
事

同
盟
の
根
っ
こ
は
不
安
定
化
し
て
い
る
と
も
言

え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
条
約
の
改
定
と
い
う
、

民
主
的
正
当
性
を
得
る
た
め
の
議
会
の
承
認
を

経
な
い
で
、
解
釈
・
運
用
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行

う
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
ま
す
。

莫
大
な
お
金
を
必
要
と
す
る
巨
大
な
軍
事
同

盟
を
維
持
す
る
必
要
性
は
、
い
ま
や
「
不
確
実

性
」
と
「
予
測
不
可
能
」
と
い
う
不
確
実
で
、

曖
昧
な
も
の
し
か
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
も

う
一
つ
、
こ
の
軍
事
同
盟
を
「
防
衛
同
盟
」
か

ら
「
介
入
同
盟
」
に
転
換
す
る
こ
と
を
、
議
会

の
承
認
を
経
な
い
で
、
解
釈
・
運
用
で
や
る
と

い
う
点
で
も
、
民
主
的
正
当
性
が
脆
弱
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
、
「
軍
事
同
盟
に

未
来
は
な
い
」
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

３

普
天
間
問
題
は
「
安
保
再
定
義
」
の
終
わ

り
の
始
ま
り
？

五
月
四
日
、
沖
縄
を
訪
れ
た
鳩
山
由
紀
夫
首

相
（
当
時
）
は
、
「
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
〔
海
兵

隊
の
〕
抑
止
力
〔
が
必
要
と
〕
の
思
い
に
至
っ

た
。
〔
認
識
が
〕
浅
か
っ
た
と
言
わ
れ
れ
ば
、

そ
の
通
り
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
脱
力
的
発

言
を
し
ま
し
た
。
「
最
低
で
も
県
外
」
と
言
っ

て
き
た
首
相
の
「
最
低
の
結
論
」
で
す
。
そ
の

際
、
「
抑
止
力
」
の
根
拠
と
し
て
、
北
朝
鮮
の

問
題
や
、
周
辺
諸
国
に
お
け
る
「
不
確
実
性
」

を
挙
げ
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
「
不
確
実
性
」
で

す
。
鳩
山
首
相
が
沖
縄
海
兵
隊
の
存
在
に
つ
い

て
一
時
は
疑
問
を
も
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
実

は
そ
こ
に
「
貴
重
な
芽
」
が
あ
り
ま
し
た
。

実
際
、
普
天
間
に
は
一
〇
数
機
の
固
定
翼
機

と
三
〇
数
機
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
常
駐
し
て
い

る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
た
び
た
び
国
外
に
派
遣

さ
れ
、
普
天
間
が
、
も
ぬ
け
の
殻
同
然
に
な
る

場
合
も
少
な
く
な
い
。
米
国
「
Ｑ
Ｄ
Ｒ

２
０

１
０
」（
四
年
ご
と
の
国
防
計
画
見
直
し
報
告
）

を
し
っ
か
り
分
析
し
て
、
米
軍
の
全
体
計
画
の

な
か
で
、
沖
縄
海
兵
隊
の
位
置
づ
け
を
検
証
し

て
い
け
ば
、
辺
野
古
沖
に
新
た
な
基
地
建
設
を

行
う
積
極
的
意
味
や
必
要
性
は
、
実
は
米
側
か

ら
も
出
て
こ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
安
保

条
約
は
、
米
国
が
望
め
ば
日
本
の
ど
こ
に
で
も

基
地
を
作
れ
る
「
全
土
基
地
方
式
」
と
い
う
、

ま
と
も
な
主
権
国
家
間
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ

う
な
不
平
等
条
約
で
す
。
半
世
紀
以
上
の
そ
の

「
迎
合
」
と
「
忖
度
」
の
精
神
構
造
で
や
っ
て

き
た
の
で
す
が
、
政
権
交
代
後
も
そ
れ
は
一
向

に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
鳩
山
首
相
が
ほ
ん
の
ち
ょ
っ

と
「
違
っ
た
道
」
を
示
す
や
否
や
、
日
米
の
安

保
利
権
勢
力
に
よ
り
ア
ッ
と
い
う
間
に
つ
ぶ
さ

れ
ま
し
た
。
本
人
の
認
識
と
自
覚
と
度
量
が
な

か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
で
す
が
。
で
も
、
沖
縄

の
基
地
問
題
を
こ
こ
ま
で
全
国
区
に
し
た
こ
と

は
、
鳩
山
さ
ん
の
「
貢
献
」
と
言
え
ま
す
。

実
は
沖
縄
海
兵
隊
不
要
論
は
米
国
内
に
も
あ

り
ま
す
。
米
民
主
党
の
重
鎮
、
バ
ー
ニ
ー
・
フ

ラ
ン
ク
下
院
歳
出
委
員
長
は
、
「
米
国
が
世
界

の
警
察
だ
と
い
う
見
解
は
冷
戦
の
遺
物
で
あ
り
、

時
代
遅
れ
だ
。
沖
縄
に
海
兵
隊
が
い
る
必
要
は

な
い
」
と
公
に
語
っ
た
こ
と
か
ら
、
米
国
内
で

在
沖
米
海
兵
隊
不
要
論
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て

い
ま
す
。
背
景
に
は
、
深
刻
な
財
政
赤
字
と
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
不
況
で
、
国
民
の

2010／８･９ No451 法と民主主義 22



特集●軍事同盟のない世界へ──今こそ、日米安保体制を問う

不
満
が
膨
大
な
軍
事
費
に
も
向
か
い
始
め
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
12
）
。

五

む
す
び
に
か
え
て

─
─
軍
事
同
盟
の
な
い
ア
ジ
ア

と
日
本
を
め
ざ
し
て

レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
に
「
安
保
改
定
六
〇
年
は

な
い
」
と
書
い
た
の
は
、
「
六
〇
年
安
保
の
六

〇
周
年
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
と
一

〇
年
、
一
九
六
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
安
保
条
約

が
、
「
安
保
再
・
再
…
定
義
」
で
も
つ
だ
ろ
う

か
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
今
年
一
一
月
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
首

脳
会
議
（
リ
ス
ボ
ン
）
で
そ
の
方
向
を
確
定
し

ま
す
。
同
じ
一
一
月
に
オ
バ
マ
大
統
領
が
来
日

し
て
、
「
日
米
新
・
新
安
保
共
同
宣
言
」
を
出

す
方
向
で
進
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
鳩
山
政

権
の
「
迷
走
」
の
お
か
げ
で
、
そ
の
方
向
が
簡

単
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た

形
で
の
宣
言
は
出
る
で
し
ょ
う
が
、
六
〇
年
安

保
条
約
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
解
釈
・
運

用
に
は
限
界
が
来
て
い
ま
す
。
日
米
間
の
状
況
、

ア
ジ
ア
の
変
化
が
そ
れ
を
許
す
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
考
え
ら
れ

る
。
よ
り
軍
事
同
盟
的
色
彩
を
強
め
た
集
団
自

衛
権
条
約
に
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
す
る
方
向
。
も

う
一
つ
は
、
ア
ジ
ア
に
も
地
域
的
な
集
団
安
全

保
障
の
枠
組（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ａ
）が
生
ま
れ
る
方
向
で

す
。
鳩
山
的「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」の
残
り
火
も

い
ろ
い
ろ
と
尾
を
ひ
く
で
し
ょ
う
。
中
国
の
軍

拡
、
北
朝
鮮
の
跳
梁
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
一

気
に
集
団
的
自
衛
権
行
使
に
進
む
ほ
ど
単
純
で

は
な
い
。
逆
に
、
ア
ジ
ア
に
別
の
大
き
な
政
治

変
動
が
起
こ
り
、
新
し
い
安
全
保
障
枠
組
が
必

要
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
日
米

安
保
の
狭
量
な
枠
で
は
や
っ
て
い
け
な
く
な
る
。

こ
の
時
は
日
米
安
保
が
歴
史
的
遺
物
と
な
っ
て

そ
の
使
命
を
終
え
ま
す
。
自
衛
隊
の
平
和
憲
法

的
「
解
編
」
の
課
題
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
（
13
）
。

こ
の
一
〇
年
は
そ
の
意
味
で
は
正
念
場
と
言
え

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
米
安
保
を
自
明
の

前
提
と
し
て
安
全
保
障
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

誰
が
、
何
に
対
し
て
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
、

ど
の
程
度
守
る
の
か
と
い
う
、
安
全
保
障
の
根

本
問
題
を
正
面
か
ら
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
で
し
ょ
う
。

注（
１
）
ア
フ
ガ
ン
死
者
の
デ
ー
タ
は
い
ろ
い
ろ
な
数
字

が
あ
る
。
講
演
の
時
は
、http

://w
w
w
.d
efen

selin
k
.

m
il/n

ew
s/

に
よ
る
。

（
２
）J.R

eichelt/J.M
ey

er,R
u
het

in
F
ried

en
,S
ol-

d
aten

!

―W
ie

P
olitik

u
n
d
B
u
n
d
esw

ehr
d
ie

W
a-

hrheit
u
eb

er
A
fg
an

istan
v
ertu

schten
,2010,S

.18.

（
３
）U

.S
.W

ern
er(H

rsg
.),K

rieg
sheim

k
ehrer

d
er

B
u
n
d
esw

ehr

―<
Ich

k
rieg

m
ich

n
icht

m
ehr

u
n
ter

K
on

trolle>
,2010,S

.1-288.

（
４
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
日
米
安
保
を
根
底
か
ら
考

え
直
す
」
世
界
編
集
部
編
『
日
米
安
保
Ｑ
＆
Ａ
─
「
普

天
間
問
題
」
を
考
え
る
た
め
に
』
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
、
二
〇
一
〇
年
）
六
～
一
九
頁
。

（
５
）
拙
稿
「『
安
全
保
障
』
を
法
的
に
ど
う
考
え
る
か
」

『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
二
〇
〇
七
年
一
月
号
八
～
一
三
頁

参
照
。

（
６
）
拙
稿
「
米
軍tra

n
sfo

rm
a
tio

n

と
自
衛
隊
の
形

質
転
換
」
法
律
時
報
増
刊
『
安
保
改
定
五
〇
年
─
軍
事

同
盟
の
な
い
世
界
へ
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）

四
九
～
五
四
頁
参
照
。

（
７
）E

.K
rahm

an
n
,S
tates,C

itizen
s
an

d
the

P
ri-

v
atization

of
S
ecu

rity
,2010,p

.119-155.

（
８
）
山
本
美
彦
『
民
営
化
さ
れ
る
戦
争
』
（
ナ
カ
ニ

シ
ヤ
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
四
九
～
五
一
頁
。

（
９
）
拙
稿
「
ド
イ
ツ
基
本
法
50
年
と
軍
事
法
制
」

『
法
律
時
報
』
一
九
九
九
年
八
月
号
二
九
～
三
四
頁
。

（
10
）
ド
イ
ツ
の
平
和
団
体
の
サ
イ
ト(http

://w
w
w
.i

m
i-on

lin
e.d

e/)

参
照
。

（
11
）J.G

altu
n
g
,
D
ie

Z
u
k
u
n
ft

d
er

M
en

schen
re-

chte,2000,S
.126.

（
12
）
与
那
覇
路
代
・
琉
球
新
報
ワ
シ
ン
ト
ン
特
派
員

（『
琉
球
新
報
』
二
〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
付
）。

（
13
）
本
稿
に
つ
い
て
の
諸
論
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp

://w
w
w
.asa

ho.co
m
/

の
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
の
直
言
を
参
照
。
全
体
的
視
点
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
平
和
政
策
へ
の
視
座
転
換
─
自
衛
隊
の
平

和
憲
法
的
『
解
編
』
に
向
け
て
」
深
瀬
忠
一
・
上
田

勝
美
・
稲
正
樹
・
水
島
朝
穂
編
著
『
平
和
憲
法
の
確

保
と
新
生
』
（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）

二
七
五
～
三
〇
一
頁
参
照
。
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水
島
朝
穂
（
み
ず
し
ま

あ
さ
ほ
）

一
九
五
三
年
東
京
生
ま
れ
。
広
島
大
助
教
授
な
ど

を
経
て
、
九
六
年
よ
り
現
職
。

最
新
刊
『
一
八
歳
か
ら
は
じ
め
る
憲
法
』
法
律
文

化
社
、
『
日
米
安
保
Ｑ
＆
Ａ
』
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
（
共
著
）
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
「
新
聞

を
読
ん
で
」
レ
ギ
ュ
ラ
ー
一
三
年
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http

://w
w
w
.asaho.com

/

）。
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